
別記様式２ （令和5年4月1日現在）

内線

附属機関等の名称 根室地区海面利用協議会

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 １ 委員(構成員)数 ※改選手続き中　 名　　　　 　【定  数： 7 名】

   （うち女性委員）　　 名

   （うち公募委員）　　 名　　　　　 【公募枠： 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　　任期切れに伴う委員委嘱事務作業中　　）

２ 部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

なし

会議の公開

状況 　公開

　公開できない理由（非公開・一部非公開の場合）

平成6年7月27日

水産庁長官通達「海面利用協議会の設置について」（Ｈ６.７.11付け６水振第1583号）

＜目的＞

　協議会規約により、根室地区の海面における漁業と海洋性ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝとの調整
に関する事項について調査、検討を行う他、北海道海面利用協議会へ意見を述
べることとなっており、意見については、各委員の意見をまとめ、協議会全体
の意見とする。

＜所掌事項、議題等＞

（１）根室地区の海面における漁業と海洋性レクリエーションとの調整に関す
る事項について調査・検討を行うこと。

（２）根室地区の海面における漁業と海洋性レクリエーションとの調整に関す
る事項について北海道海面利用協議会に意見を述べること。

附 属 機 関 等 の 概 要

担当部課名　 根室振興局産業振興部水産課 2621

「附属機関」、「懇談会」の別 懇談会


